
環 盛 第 1 2 2 号

令 和 ７ 年 ９ 月 2 6日

関係団体 各位

静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課長

盛土規制法QA及びコンテンツ一覧の送付

日頃より、本県施策に対しまして、格別の御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本県においては宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「盛土規制法」という。）による規

制が、令和７年５月 26 日から開始されております。

本課におきましては、事業者の皆様が盛土規制法の内容や許可申請に係る手続きについて理解

を深めていただけるよう、県ホームページ上で各種コンテンツを公開し、随時内容の更新に努めて

おります。

このたび、令和７年９月版として「よくある質問（Q＆A）」を更新いたしました。また、現在公

開中のコンテンツについて一覧表を作成しましたので、これら２点を送付いたします。貴会員の皆

様への御展開をお願い申し上げるとともに、各位の理解促進に御活用いただければ幸いに存じま

す。

記

送付物

１ 盛土規制法Q＆A（R7.9.22時点）

２ コンテンツ一覧

問合せ先：盛土規制班

電話番号：054-221-2264


